
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込方法】 

新規受講者の方は受講申込書と※愛媛県地震被災建築物応急危険度判定（新規）申請書を下記住所

へ郵送又は持参にてお申し込みください。受講番号を採番してファックスにて返信いたします。 

（※応急危険度判定士認定申請書の添付書類（3）受講修了証の写しは建築士会で用意しますので、

その他の（1）（2）（4）の書類を添付して申請してください。） 

既に判定士の方は受講申込書と応急危険度判定士登録証をファックスしてください。 

 

提出先（公社）愛媛県建築士会事務局  〒790-0002  松山市二番町４丁目１－５ 電話 089-945-6100   

開催日時 平成 29 年 6 月 6 日(火) 
     13:00～16:30(受付 12:30～) 
講習会場 愛媛県武道館 大会議室 
     (松山市市坪西町 551) 

申込締切 5 月 26 日(金)必着 
受 講 料 無料（定員 100 名） 
 

(TEL089-960-1100) 

 CPD3単位 

（受託団体（公社）愛媛県建築士会） 

 

＜対象者＞ 

愛媛県内在住または在勤の 

▶ 建築士（一級・二級・木造） 

▶ １級建築施工管理技士 

▶ ２級建築施工管理技士（種別で躯体・仕上げを除く） 

▶ 地方公共団体の職員で、建築に関する実務経験 

3 年以上（設計、工事監理、工事指導監督、施工管理、 

確認審査業務等）※実務経験証明用紙は建築士会 HPより 

印刷してください。 

＜テキスト＞  

「被災建築物応急危険度判定マニュアル」 

※ 新規受講者のみに配布いたします 

＜講  師＞ 

  愛媛県担当者 

愛媛県建築士会教育事業委員会副委員長 

地震による被災建築物の応急危険度判定作業を行う判定士登録のための講習会を開催します。南海
トラフ地震の発生が危惧される愛媛県では、判定士が不足しており、技術者である皆様の協力が必
要です。是非、当講習会の受講をお願いします。 
なお、すでに応急危険度判定士として登録されている方は、再受講する必要はありませんが、判定
基準の再認識や近年の関係情報を得ること、又 CPD の単位取得等ができますので、受講されること
をお勧めいたします。（再受講の方は、テキスト「被災建築物応急危険度判定マニュアル（緑色の冊
子）」をご持参ください） 

受講対象者を、 

施工管理技士も

対象に拡大した

けん。 

平成 28年 4月 熊本地震 


